
射水市多職種連携支援システム利用の流れ

「射水市多職種連携支援システム利用規約」に同意

下記の申請用紙（原本）を射水市地域福祉課へ提出

・射水市多職種連携支援システム利用申請書（様式１）

・システム利用者登録書（様式２）※利用者全員分

射水市地域福祉課から申請のあった施設へ下記を発行

・電子証明書パスワード（システム利用機器準備用）

・システムユーザーＩＤ、パスワード（利用者全員分）

・インターネット環境のあるパソコンやモバイル端末等が必要です。

・システムの利用は無料ですが、毎月の通信料は施設でご負担ください。

システム利用機器の準備（電子証明書のインストール）

市へ申請したシステム利用機器（パソコン、モバイル端末等）へ電子証明書を

インストールする。

・初回のみの作業です。

・電子証明書パスワードの管理は、施設の情報管理責任者が行ってください。

ホームページからログインし、システム利用開始

システムを閲覧する際に毎回ユーザーＩＤ、パスワードが必要です。

〒939-0294

射水市新開発410番地1

射水市役所地域福祉課

郵送又は窓口提出

利用機器、利用者の

変更等があった場合

は、システム利用登

録・変更申請書（様

式３）を提出

１ システムを利用するための施設登録

２ 在宅療養者の情報共有

対象者となる在宅療養者へシステムの説明を行い、同意をとる。

・説明用チラシ・同意書（様式４）を使用

システムを利用していない施設がある場合は、上記１の手続きを勧める。

（申請手続が終了次第、随時参加可）

射水市多職種連携支援システム利用開始届（様式５）の写しを

射水市地域福祉課へ提出（ＦＡＸ送信可）

原本は記入者が保管してください。

射水市地域福祉課で書類受理後、システム内に対象者の支援

グループを作成

システム内で情報共有の開始

連携施設の変更があった

場合は、様式５裏面を記

入し、市へ提出

説明及び同意は、医師又

はケアマネジャーが行い、

同意欄に署名をもらって

ください。


